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保安検査に関する注意事項の周知依頼について（通知） 

 

 

平素より航空行政にご理解とご協力を頂き深く御礼申し上げます。 

コロナ禍により航空需要は大幅に減少していましたが、足元ではコロナ禍前と比較して

国内線では９割程度、国際線では７割程度まで回復してきております。一方で、コロナ禍を

経て深刻化した保安検査員の人手不足の影響もあり、一部の空港の保安検査場においては、

長い待ち時間となる混雑が発生している状況です。 

修学旅行等の学校行事において航空機を利用される機会が今後益々増加してくるものと

思われますが、その際、機内持込制限品等のルールをご理解いただくことが保安検査の混雑

緩和につながります。 

生徒が保安検査でトラブルとなることを避け、円滑に航空機をご利用頂くために、航空局

において保安検査に関する注意事項を周知するためのチラシを別添のとおり作成しており

ますので、学校等に対する周知･啓発活動にご協力くださいますようお願いします。 

 

【問い合わせ先】 
国土交通省航空局安全部航空保安対策室 大西・池田 

03-5253-8111（内線 48141） 


